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許
容
さ
れ
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

特
殊
的
と
も
一
云
え
る
銀
行
の
み
か
、
あ
る
い
は
、
全
く
、

一
般
的
な
資
料
の
上
か
ら
、
画
一
的
に
論
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
一
云
う
、

一
応
、

こ
れ
迄

ま

え

が

き

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

明
治
維
新
後
、
新
政
府
が
、
そ
の
薄
弱
な
る
財
政
的
基
礎
を
固
め
る
為
に
、
先
ず
取
っ
た
政
策
は
'
『
幣
制
の
統

L
一
と
、
『
近
代
的
信
用
体

系
の
確
立
』
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
安
定
せ
る
貨
幣
制
度
と
、
基
礎
の
強
固
な
金
融
機
関
を
打
ち
立
て
る
と
一
云
う
意
図
の
下
に
具
体
化
さ
れ
た

の
が
、
国
立
銀
行
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
近
代
的
諸
制
度
の
不
備
な
土
壊
の
上
に
、
外
国
の
例
に
な
ら
っ
て
、
移
し
植
え
ら
れ
た
だ
け
の
国
立
銀
行
が
、

か
ら
脱
皮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
本
銀
行
の
成
立
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
、
過
渡
的
な
国
立
銀
行
時
代
を
充

分
見
究
め
る
こ
と
が
、
明
治
の
金
融
史
へ
の
手
が
か
り
と
な
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
国
立
銀
行
に
関
す
る
研
究
が
、
ご
く
一
部
の

の
状
態
で
は
、
あ
ま
り
に
も
皮
相
的
で
あ
る
。
決
し
て
、
実
証
的
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
先
ず
個
々
の
国
立
銀
行
の

姿
を
、
明
確
に
再
現
し
、
個
々
の
分
析
の
上
に
立
つ
て
全
体
を
考
え
る
こ
と
が
、
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
か
も
、

百
五
十
三
に
達
し

た
、
こ
れ
ら
の
諸
国
立
銀
行
は
、
同
一
条
例
に
則
つ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
一
云
え
、
そ
の
設
立
主
体
に
お
い
て
、
設
立
動
機
に
お
い

て
、
発
展
過
程
に
お
い
て
、
以
後
の
盛
衰
状
態
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
地
方
的
な
産
業
資
本
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
、
多
種
多
様
な
面
を
み

せ
て
い
る
だ
け
に
、
資
料
の
入
手
し
う
る
も
の
か
ら
分
析
を
進
め
、
あ
る
稲
度
の
類
型
化
を
考
え
る
こ
と
も
、
接
近
の
手
段
と
し
て
、
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典
型
的
な
貿
易
商
人
の
銀
行
と
し
て
の
、

は
、
そ
れ
と
、
対
称
的
な
性
格
を
持
つ
、
士
族
銀
行
の
一
典
型
た
る
第
五
国
立
銀
行
を
見
て
み
よ
う
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
、
も
う
一
度
、
国
立
銀
行
の
一
般
的
性
格
規
定
を
考
え
て
お
き
た
い
。

第
二
号

国
立
銀
行
は
、
朋
治
五
年
十
一
月
の
国
立
銀
行
条
例
の
制
定
に
よ
っ
て
先
ず
、
第
一
歩
を
踏
み
出
し
、
明
治
九
年
八
月
の
改
正
条
例
に
よ
っ

て
前
進
し
、
明
治
十
五
年
の
日
本
銀
行
の
設
立
に
よ
っ
て
、
そ
れ
迄
の
任
務
（
発
券
業
務
と
一
ぞ
う
）
か
ら
一
応
解
放
さ
れ
、
二
十
年
代
の
終
り

迄
に
は
、
大
体
に
お
い
て
普
通
銀
行
に
移
行
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
廃
業
に
至
る
わ
け
だ
が
、
国
立
銀
行
条
例
の
改
正
前
と
後
と
に
お
い
て
は
、

一
応
、
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

即
ち
、
設
立
の
動
機
と
し
て
も
、
最
初
の
場
合
は
、
明
治
政
府
が
財
政
的
基
礎
の
な
い
ま
ま
に
、
殖
韮
興
業
奨
励
と
云
う
方
策
で
、
急
テ
ン

示
に
、
近
代
資
本
主
義
国
家
を
形
成
せ
ん
と
し
た
為
に
、

っ
た
の
だ
が
、
そ
の
太
政
官
札
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
混
乱
の
事
態
収
拾
を
、
先
ず
最
初
の
目
的
と
し
て
い
た
と
考
え
て
も
、
差
支
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
、
太
政
官
札
（
金
札
）

と
云
わ
れ
る
不
換
紙
幣
を
乱
発
せ
ざ
る
を
え
な
か

即
ち
、
金
札
引
換
公
償
に
よ
る
銀
行
券
の
下
附
、
資
本
金
の
四
割
の
正
貨
準
備
の
下
に
お
け
る
兌
換
銀
行
券
の
発
行
と
云
う
形
を
と
つ
て
、

「
太
政
官
札
と
云
う
不
換
紙
幣
1
1
国
立
銀
行
の
兌
換
銀
行
券
」
と
云
う
の
が
、
主
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
、
正
貨
兌
換
を
更
め
、
不
換
紙
幣
た
る
通
貨
兌
換
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

立
を
容
易
に
し
、
同
時
に
、
公
債
所
有
者
た
る
旧
封
建
的
家
臣
団
の
生
活
維
持
、
即
ち
、

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

以
上
の
様
な
観
点
か
ら
、

乱
は
、
先
に
、

い
わ
ゆ
る
、

第
二
十
五
巻

七
九

公
債
に
よ
る
国
立
銀
行
の
設

士
族
授
産
の
一
翼
を
も
担
う
も
の
と
し

）
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長
崎
第
十
八
国
立
銀
行
を
取
り
あ
げ
た
が
、
今
度
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よ
う
。

⑱
拙
稿
前
掲
論
文
参
照
。

創

立

期

の

状

況

(2) (1) 

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

そ
の
推
移
過
租
の
主
要
部
分
を
、

第
二
十
五
巻

先
に
述
べ
た
国
立
銀
行
時
代
の
前
期
に
お
く
も
の
で
あ
る
の

長
幸
男
氏
「
日
本
に
お
け
る
信
用
制
度
の
成
立
前
史
」

拙
稿
「
第
十
八
国
立
銀
行
の
歴
史
的
一
考
察
」
九
大
大
学
院
『
経
済
論
究
』
第
五
号
七
五
頁
。

（
講
座
信
用
理
論
体
系
第
三
巻
）
四
四
頁
。

最
初
に
述
べ
た
様
に
、
明
治
悔
年
の
国
立
銀
行
条
例
は
、
資
本
金
の
四
割
を
正
貨
準
備
と
す
る
と
一
ぞ
う
厳
し
い
条
件
か
ら
も
、
餃
立
さ
れ
た

の
は
、
僅
か
に
四
行
で
あ
っ
て
、
豪
商
三
井
を
中
心
に
、
渋
沢
英
一
を
頭
取
）
す
る
第
一
国
立
銀
行
Y

次
で
、
横
浜
為
替
会
社
か
ら
移
行
し
、

地
方
の
在
郷
潅
人
を
含
め
て
の
地
元
横
浜
商
人
を
主
と
す
る
第
二
国
立
銀
行
7

豪
農
地
主
を
中
心
に
作
ら
れ
た
典
型
的
な
維
主
銀
行
で
あ
る
第

四
国
立
銀
行
、
そ
し
て
最
後
の
こ
の
第
五
国
立
銀
行
だ
け
が
、
当
時
と
し
て
は
、
純
粋
に
士
族
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
銀
行
で
あ
る
と
一
云
え

先
ず
、
第
五
国
立
銀
行
の
創
立
事
情
を
窺
つ
て
み
る
と
、
明
治
六
年
五
月
に
、
発
起
人
浜
崎
太
平
治
他
五
名
の
手
で
免
許
を
う
け
、

二
月
十
日
に
、
正
式
に
開
業
し
て
い
る
が
、
本
店
を
大
阪
に
置
き
、
支
店
を
東
京
、
鹿
児
島
、
長
崎
、
琉
球
に
餃
け
る
計
画
を
立
て
た
が
、
長

で
、
こ
こ
で
は
、
先
ず
初
期
の
時
代
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

以
下
に
取
り
あ
げ
る
第
五
国
立
銀
行
は
、

て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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第 一 表 各国立銀行資本金及び紙幣発行高

第五国立銀行の史的研究

名国立銀行称 下開業付免日状付 開 業 日 資本金高 I ，紙免幣許発行高

明治年 7月. 日 明 治 年7月. 日 2 500 000 円 1,500,000円
東京第一 6. 20 6. 20 後1',500',000 後 900,000

横浜第二 7. 7. 18 7. 8. 15 250,000 150,000 

大阪第三 依願解社

新潟第四 6. 12. 24 7. 3. 1 200,000 123,000 

大阪第五 6. 9. 8 6. 12. 10 500,000 300,000 
I 

合計 4行 I I s,450,000 I I 
2,070,000 

I I後2,450,000 後1,470,000

＊『明治財政史』第 13巻 248頁。

第
二
号

八

「
本
行
発
起
創
立
ノ
際
ノ
如
キ
↑
他
ノ
銀
行
―
―
比
例
ス
可
カ
ラ
サ
ル
一
種
異
様
ノ
組
織

―
―
成
立
タ
ル
者
ナ
レ
:
茸
ハ
形
蹟
ヲ
永
遠
記
憶
ノ
為
メ
ニ
略
記
ス
ル
左
ノ
如
シ
…
…
…
ソ

ノ
資
本
金
ノ
如
キ
ハ
明
治
四
年
靡
藩
ノ
際
旧
来
島
津
家
二
御
納
戸
金
ト
シ
テ
積
立
テ
ア

リ
シ
金
員
（
百
万
円
余
ナ
リ
ト
）
ヲ
其
儘
県
政
へ
引
継
キ
タ
ル
ヲ
新
県
庁
―
―
於
テ
曖
昧

ノ
間
―
―
之
レ
ヲ
処
分
シ
或
:
学
校
費
共
他
費
途
ノ
判
然
セ
サ
ル
者
モ
ア
リ
テ
当
第
五
国

立
銀
行
モ
該
金
ノ
内
幾
分
卜
山
ケ
野
金
山
抵
当
二
対
ス
ル
御
両
邸
ョ
リ
ノ
御
出
金
拾
万

円
卜
他
二
少
数
ノ
株
主
出
金
ヲ
以
テ
成
立
セ
リ
而
シ
テ
株
主
名
簿
―
ロ
ハ
適
宜
ノ
名
目
ヲ

第
二
十
五
巻

即
ち
、
第
四
代
目
の
頭
取
、
有
村
国
彦
の
言
葉
を
借
り
る
と
、

6
 

株
主
の
構
成
状
況
は
、
第
五
匿
立
銀
行
創
立
証
書
の
株
主
姓
名
表
に
、
士
族
平
民
）
の
区

別
が
出
て
い
な
い
の
で
、
身
分
別
構
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
若
干
の
株
主
を
除

資
本
金
は
五

0
万
円
で
、
こ
れ
は
次
表
に
見
る
通
り
、
当
時
と
し
て
は
、
第
一
国
立
銀

行
に
次
ぐ
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
出
資
状
況
に
つ
い
て
は
、

あ
る
様
で
あ
る
。

い
て
、
殆
ん
ど
凡
て
鹿
児
島
在
籍
の
人
逹
で
あ
る
。

）
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芳

川
A
'

紙

幣

頭

殿

明
治
六
年
癸
酉
五
月
三
十
日

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

外
四
名

重

久

佐

平

太

[_  

存
ス
ト
雖
ト
モ
其
実
株
金
ノ
過
半
C

県
庁
ノ
有
ニ
シ
テ
当
時
ノ
県
令
大
山
綱
良
氏
ノ
自
由
ス
ル
所
ク
リ
シ
〈
皆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
…
…
…
」

と
一
云
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
資
本
金
の
大
部
分
は
、
県
庁
か
ら
の
出
資
、
つ
ま
り
は
島
津
家
か
ら
の
出
資
で
あ
り
、
創
立
時
の
第
五
国
立
銀
行

は
、
県
庁
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
島
津
家
が
控
え
て
い
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
銀
行
に
関
す
る
限
り
株
主
構
成

を
見
る
こ
と
は
、
余
り
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

s
 

し
か
し
、
表
面
的
に
は
島
津
家
の
名
を
出
さ
ず
、
紙
幣
頭
に
提
出
さ
れ
た
請
願
書
で
は
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

「
私
共
従
来
区
々
自
己
ノ
商
業
相
営
居
候
処
方
今
文
明
諸
事
日
進
ノ
折
柄
独
商
業
＝
—
至
候
而
者
格
別
従
前
ノ
面
目
ヲ
不
相
改
殊
外
国
御
交
際
キ

日
夜
御
盛
大
二
相
成
候
―
ー
付
農
工
商
二
主
迄
御
趣
意
奉
戴
同
心
協
カ
一
層
勉
励
不
仕
候
而
者
難
相
済
カ
ト
苦
慮
罷
在
候
処
先
般
国
立
銀
行
条

例
御
頒
布
被
為
在
候
―
―
付
同
志
申
合
往
々
百
万
円
迄
増
加
可
仕
目
的
ヲ
以
テ
即
今
資
本
五
拾
万
円
ノ
銀
行
創
立
仕
度
其
ノ
内
参
拾
五
万
円
ヲ

私
共
五
名
ョ
リ
出
金
残
拾
五
万
円
C

株
主
相
募
候
上
大
阪
府
下
へ
本
店
ヲ
据
＝
東
京
長
崎
琉
球
へ
分
店
ヲ
設
ヶ
諸
事
条
例
成
規
―
―
照
準
営
業

仕
度
尤
舌
名
号
ノ
儀
盆
江
二
他
方
へ
御
許
容
相
成
居
候
順
番
ヲ
以
テ
相
唱
申
度
奉
存
候
間
何
卒
願
ノ
通
御
許
容
被
成
下
度
此
段
奉
願
上
候
以
上

右
の
様
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
重
久
佐
平
太
は
薩
藩
出
身
の
士
族
で
あ
り
、
先
に
見
ら
れ
る
通
り
、
発
起
よ
り
、
資
本
金
募
集
完
了
迄
の
期

第
二
号

八
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(7) 

重
久
佐
平
太
（
鹿
児
島
）

千
原
幸
右
衛
門
（
豊
後
日
田
）

二
0
0
0株
士

族

八
九
0
株

商

人

開
業

0
同
年
六
月
十
九
日

免
許
ヲ
得

創
立
請
願
書
提
出

固
第
五
国
立
銀
行
編
『
沿
革
事
誌
』

(4) (3) (2) (1) 
間
の
短
い
こ
と
、
設
立
認
可
は
五
番
目
で
あ
り
な
が
ら
、
開
業
は
二
番
目
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
島
津
家
の
裏
附
を
推
諭
で
き
よ
う
。

『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻
二
四

0
ー
ニ
四
八
頁
。

『
第
一
銀
行
史
』
上
・
下
（
昭
和
三
二
年
刊
）
参
照
。

原
司
郎
氏
「
第
二
国
立
銀
行
覚
書
」

『
第
四
銀
行
八
十
年
史
』

0
明
治
六
年
五
月
一
二
十
日

0
同
年
七
月

0
同
年
十
一
月
四
日

（
金
融
経
済
五

0
号
）
参
照
。

（
昭
和
三
一
年
刊
）
参
照
。

（
明
治
二
九
年
八
月
刊
）
一
頁
。

発
起
人
は
、
浜
崎
太
平
治
、
林
甚
左
衛
門
、
米
倉
一
平
、
青
木
休
太
郎
、
重
久
佐
平
太
の
五
名
で
あ
っ
た
。
設
立
迄
の
順
序
を
略
記
す
る
と
左
の
道
り
。

株
金
五

0
万
円
全
部
募
集
完
了

開
業
免
状
ヲ
下
附

0
同
年
十
二
月
十
日

尚
、
支
店
は
、
初
め
東
京
、
長
崎
、
琉
球
の
三
店
を
予
定
し
、
後
、
鹿
児
島
を
追
加
し
て
請
願
し
た
が
、
結
局
、
東
京
と
鹿
児
島
の
二
店
だ
け
が
、
役
置
さ

れ
、
長
崎
、
琉
球
両
支
店
は
、
遂
に
開
設
さ
れ
ず
に
終
つ
て
い
る
。

⑥
『
日
本
金
融
史
資
料
』
明
治
大
正
編
、
第
三
巻
六
―

1

1

一頁。

設
立
時
の
株
主
二
十
九
名
中
、
鹿
児
島
在
籍
は
二
十
一
名
、
豊
後
日
田
三
名
、
そ
の
他
と
な
つ
て
い
る
が
、
百
株
以
上
の
株
主
名
を
あ
げ
る
と
左
の
適
り
。

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

第
二
号

八
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UOl 

鹿

児

島

と

の

関

係

拙
稿
前
掲
論
文
七
七
ー
八
二
頁

第
十
八
国
立
銀
行
の
場
合

⑧
前
掲
『
沿
革
事
誌
』
序
文
一
ー
三
頁
。

鎌
田
杢
左
衛
門
（
鹿
児
島
）

1
0
0株

米

倉

林
甚
左
衛
門
（
鹿
児
島
）

五
0
0株

浜
崎

六
0
0株
平

民

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

太
平
治
（
鹿
児
島
）

一
平
（
豊
後
日
田
）

三
九

0
株

第
二
十
五
巻

尚
、
鹿
児
島
県
史
第
三
巻
八
三
九
頁
「
第
五
国
立
銀
行
支
店
の
開
設
」
の
項
に
も
、
資
本
金
は
主
と
し
て
、
島
津
家
の
出
資
で
あ
る
旨
、
記
載
さ
れ
て
い
る
。

，
 

原
司
郎
氏
前
掲
論
文
六

0
ー
六
一
頁
第
二
国
立
銀
行
の
場
合
を
、
そ
れ
人
＼
参
照
さ
れ
た
い
。

『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻
二
四
七
頁
。

前
記
の
如
く
、
営
業
の
本
店
を
大
阪
に
置
い
て
は
あ
る
が
、
出
資
金
が
鹿
児
島
に
お
い
て
求
め
ら
れ
、
役
員
も
亦
、
殆
ど
鹿
児
島
在
籍
の
人

逹
で
あ
っ
た
為
、
設
立
当
初
は
、
そ
の
中
心
が
む
し
ろ
鹿
児
島
支
店
に
あ
っ
た
様
に
見
ら
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
『
沿
革
事
誌
』
に
記
載
さ
れ
た
事
項
も
、
鹿
児
島
支
店
に
か
ん
す
る
記
事
が
多
く
、
主
な
も
の
を
抜
率
し
て
み
て
も
、

「
（
明
治
七
年
三
月
）
鹿
児
島
県
庁
及
島
津
家
両
御
邸
出
納
取
扱
方
ヲ
鹿
児
島
支
店
へ
命
セ
ラ
ル
」

「
（
同
年
十
月
）
鹿
児
島
県
旧
藩
札
交
換
方
ヲ
鹿
児
島
支
店
へ
命
セ
ラ
レ
交
換
資
金
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
タ
リ
」

第
二
号

八
四
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と
記
さ
れ
て
あ
る
の
が
見
え
、

と
一
云
っ
た
記
載
が
見
ら
れ
る
。

ラ
レ
タ
ル
＝
ー
ヨ
リ
右
＝
一
対
ス
ル
抵
当
ト
シ
テ
公
債
証
書
ヲ
納
付
セ
リ
」

「
（
同
年
十
一
月
）
東
京
鹿
児
島
間
ノ
陸
軍
省
為
換
事
務
ヲ
担
当
セ
リ
」

第
二
号

「
（
明
治
九
年
一
月
）
海
軍
省
所
轄
鹿
児
島
製
造
所
ノ
出
納
及
為
換
事
務
取
扱
方
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
リ
」

八
五

「
（
同
年
四
月
）
陸
軍
省
―
―
於
テ
琉
球
国
へ
分
営
建
築
二
付
本
省
ョ
lJ
支
出
金
八
万
円
ヲ
鹿
児
島
支
店
へ
預
托
工
事
竣
成
迄
出
納
方
ヲ
命
セ

か
く
て
、
創
立
後
も
、
資
金
の
供
給
は
鹿
児
島
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、

「
（
明
治
八
年
一
月
）
鹿
児
島
賞
典
米
五
万
石
代
金
八
万
円
ヲ
下
附
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
鹿
児
島
本
学
校
経
常
費
金
ト
シ
テ
毎
月
同
所
へ
送
金

ノ
約
ヲ
以
テ
該
金
ヲ
東
京
枝
店
へ
与
托
セ
ラ
ル
」

「
（
同
年
三
月
）
鹿
児
島
県
石
代
金
十
五
万
円
下
付
―
―
付
東
京
枝
店
へ
定
期
預
金
ト
シ
テ
与
托
セ
ラ
ル
」

と
去
っ
た
記
事
が
散
見
さ
れ
、
叉
、
明
治
七
年
上
半
季
の
半
季
実
際
考
諜
状
の
中
に
は
、

「
五
月
十
五
日
島
津
家
ョ
リ
地
金
齋
送
、
ン
、
当
銀
行
ノ
手
数
ヲ
軽
テ
貨
幣
二
製
造
セ
ン
コ
ト
ヲ
依
頼
ス
、
則
チ
之
ヲ
造
幣
寮
二
依
憑
シ
テ
鋳

造
ヲ
希
ヒ
、
整
成
金
額
拾
万
円
余
ノ
貨
幣
ヲ
生
ス
、
直
―
―
之
ヲ
島
津
家
二
送
ル
、
島
津
家
再
ヒ
右
ノ
金
額
ノ
内
、
八
万
八
千
円
ヲ
当
銀
行
ニ

以
参
シ
テ
、
定
期
預
金
ト
イ
タ
シ
候
」

一
方
、
鹿
児
島
支
店
は
資
金
不
融
通
で
遊
金
が
多
い
と
去
う
こ
と
か
ら
、
現
金
二
万
円
を
大
阪
本
店
へ
廻
送
し

た
り
し
て
い
る
事
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、
鹿
児
島
県
庁
叉
は
島
津
家
か
ら
、
鹿
児
島
支
店
を
通
じ
て
預
金
（
拝
借
金
の
形
を
と
る
こ
と
あ
り
）

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻
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{ll 例
え
ば
、

が
り
は
、
か
な
り
後
迄
、
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

第
二
十
五
巻

さ
れ
、
大
阪
東
京
の
本
支
店
へ
廻
送
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
項
に
譲
る
と
し
て
、
当
時
の
鹿
児
島
支
店
の

持
つ
て
い
た
役
割
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
明
治
維
新
を
推
進
せ
し
め
、
新
政
府
の
枢
要
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
の
が
、
大
部
分
同
県
出
身
者
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
政
治

的
に
は
、
あ
る
意
味
で
の
独
立
的
存
在
で
あ
っ
た
当
時
の
鹿
児
島
の
状
態
か
ら
も
、
ほ
ぼ
推
察
さ
れ
よ
う
。

こ
の
様
な
、
県
庁
を
バ
ッ
ク
と
す
る
鹿
児
島
支
店
の
優
位
は
、
明
治
十
年
の
西
南
戦
争
に
よ
っ
て
打
撃
を
う
け
る
が
、

「
（
明
治
十
一
年
二
月
）
鹿
児
島
支
店
〈
、
池
租
徴
納
金
六
拾
余
万
円
ノ
徴
収
取
扱
方
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
ョ
リ
店
頭
―
―
一
課
ヲ
画
シ
テ
之

一
一
従
事
セ
リ
」

「
（
同
年
九
月
）
鹿
児
島
県
庁
ヨ
リ
同
地
支
店
へ
地
租
徴
収
取
扱
方
ノ
儀
ヲ
命
セ
ラ
レ
九
月
十
二
日
迄
之
レ
ニ
従
事
シ
惣
額
六
拾
弐
万
参
千

六
百
参
拾
六
円
ヲ
収
了
セ
リ
」

と
去
っ
た
状
態
を
示
し
、
更
に
、
明
治
四
十
一
年
に
お
い
て
、
県
内
の
各
銀
行
本
支
店
六
行
の
中
、
官
公
金
預
金
を
扱
っ
て
い
る
二
行
の
中
の

―
つ
で
あ
る
浪
速
銀
行
鹿
児
島
支
店
（
第
五
国
立
銀
行
鹿
児
島
支
店
の
後
身
）
は
、
他
の
一
行
に
比
し
て
遥
か
に
多
額
の
官
公
金
預
金
を
有
し

て
い
る
。本

稿
八
0
頁
参
照
。
尚
、
明
治
九
年
一
月
に
は
、
大
阪
東
京
で
、
本
支
店
の
位
置
を
変
更
し
て
い
る
。

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
号

八
六

そ
の
県
庁
と
の
つ
な
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(7) (6) 

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

前
掲
書

二
頁
。
明
治
九
年
上
半
季
の
営
業
報
告
に
て
、

前
掲
『
沿
革
事
誌
』
七
頁
。

⑤
前
掲
『
日
本
金
融
史
資
料
』
明
治
大
正
篇
第
三
巻
三
一
七
頁
。

山
前
掲
『
沿
革
事
誌
』

一
四
頁
。

⑥
本
稿
八
三
頁
註
固
参
照
。

仲
兵
衛
（
不

と
な
つ
て
い
る
。
尚
、
括
孤
内
は
在
籍
地
名
。

” 

酒
匂

明）

II 

笠

野

一
平
（
豊
後
日
田
）

熊
吉
（
長

崎）

” 

染
川
次
右
衛
門
（

II 

副
支
配
人
林
甚
左
衛
門
（
鹿
児
島
）

支

配

人

林

徳

左

衛

門

（

鹿

児

島

）

II 

米

倉

” 

中

江

九

平

（

” 
ヽ

ff 取

締

役

有

川
得
能
佐
平
次
（
鹿
児
島
）

純
治
（
不

明）

取
締
役
頭
取

重
久

佐
平
太
（
鹿
児
島
）

第
五
国
立
銀
行
役
人
名
称
簿
（
明
治
七
年
一
月
）
に
よ
る
と

(2) 

「
日
本
金
融
史
資
料
」
明
治
大
正
編
第
三
巻
三
九
三
頁
。

第
二
十
五
巻

第
二
号

八
七
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四

初

期

の

営

業

状

況

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

『
鹿
児
島
県
史
』
第
三
巻
第
七
章
「
県
政
改
革
の
論
議
」
参
照
。

第
二
十
五
巻

II

当
季
間
営
業
ハ
鹿
児
島
支
店
二
於
テ
梢
々
事
業
ノ
発
達
ヲ
見
ル
可
シ
ト
雖
京
坂
両
店
ハ
依
然
金
貨
ノ
打
歩
二
制
セ
ラ
レ
得
失
償
ハ
サ
ル
ニ
至
ル
者
ア
リ
”

鹿
児
島
市
役
所
編
『
鹿
児
島
市
史
』
―
―
―
―
一
頁
。

当
時
、
鹿
児
島
県
下
の
銀
行
は
、
第
百
四
十
七
銀
行
、
鹿
児
島
県
農
工
銀
行
、
浪
速
銀
行
鹿
児
島
支
店
、
第
七
十
三
銀
行
、

黒
松
銀
行
、

鹿
児
島
貯
蓄
銀
行

の
六
行
で
、
明
治
四
一
年
に
お
け
る
官
公
金
預
金
は
、
一
―
-
、
四
七
四
、
一
―
七
円
で
、
内
訳
は
、
第
百
四
十
七
銀
行
の
六
五
一
、
ニ
ニ
ニ
円
に
対
し
、
浪
速
銀
行

鹿
児
島
支
店
の
二
、
八
一
三
、
八
九
五
円
は
、
総
額
の
約
八
割
に
相
当
す
る
。

第
五
国
立
銀
行
の
資
金
源
は
前
項
の
通
り
で
あ
る
が
、
先
づ
営
業
の
概
況
を
跳
め
て
み
る
と
、
第
二
表
の
如
く
な
る
。

一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、
預
金
に
お
い
て
は
、
十
二
年
以
後
、
漸
く
仲
び
て
く
る
が
、
そ
れ
迄
は
、
非
常
に
停
滞
的
で
あ
り
、
貸
出
に
お
い

て
も
亦
、
同
様
の
こ
と
が
一
云
え
る
。
こ
の
両
者
を
較
べ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
国
立
銀
行
条
例
の
改
正
前
に
於
い
て
は
、
黛
付
金
の
方
が
、

金
を
上
廻
る
か
、
叉
は
、
ほ
ぼ
、
そ
れ
に
近
い
数
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
他
の
三
国
立
銀
行
と
同
様
、
貸
付
が
営
業
の

巾
心
で
あ
っ
た
為
で
、
明
治
五
年
の
国
立
銀
行
条
例
第
十
条
第
一
節
に
は
、

「
国
立
銀
行
ぐ
為
替
両
換
約
定
為
替
荷
為
替
預
リ
金
共
余
引
請
梵
借
又
〈
引
当
物
ヲ
取
リ
テ
贄
金
ヲ
ナ
シ
貸
借
証
書
其
他
ノ
諸
証
券
及
貨
幣

(10) ⑨
前
掲
『
沿
革
事
誌
』
五
八
、
六
五
頁
。

(8) 

と
あ
り
。

第
二
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八
八

預
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第二表 営 業 状 況 表 ＊単位 円

第五国立銀行の史的研究

~ 半季 類株 金積立金 1預 金貸付金 貸当 座越 割手形司荷手為形替

明治7年・上 500,000 140,111 319,335 - ． 

7年・下 500,000 155,267 277 ， 252 -

8年・上 500,000 418,724 268,670 2,031 

8年・下 500,000 31,370 389,464 337,907 

9年・上 500,000 24,433 634,453 319,804 

9年・下 500,000 - I I 324,631 292,846 

10年・上 300,000 2,551 243.002 134,647 

10年・下 300,000 4,105 263,061 160,136 

11年・上 300,000 7,100 320,951 113,991 

11年・下 300,000 8,983 362,837 244,561 

12年・上 300,000 11,644 656,094 268,081 8,275 6,837 

12年・下 300,000 14,500 692,059 308,938 19,696 88 

13年・上 300,000 18,000 831,117 347,280 17,653 9,584 

13年・下 300,000 22,000 787,098 471,663 12,475 12,636 869 

＊＊第五国立銀行『沿革事誌』により作成。

第
二
号

八
九

即
ち
、
御
用
預
金
と
定
期
預
金
、
当
座
預
金
が
主
で
あ
っ
て
、
約

最
初
に
預
金
の
内
訳
を
見
る
と
、
第
三
表
の
示
す
遥
り
で
あ
る
。

第
二
十
五
巻

①

預

金

業

務

自
己
資
金
を
貸
付
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

如
く
、
貸
付
金
が
預
金
の
二
倍
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
、

ス
ニ
至
ラ
ス
従
テ
共
取
引
額
ノ
僅
少
ナ
ル
モ
亦
焼
ム
―
―
足
ラ
サ
ル

‘,．‘ 2
 

（
 

ナ
リ
」

と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
明
治
七
年
に
お
け
る

為
ス
商
売
二
乏
シ
ク
叉
預
金
ノ
如
キ
モ
泄
上
未
夕
普
ク
此
風
ヲ
成

以
テ
シ
タ
ル
カ
故
二
其
得
意
先
ナ
ル
モ
ノ
〈
勢
ヒ
活
澄
ノ
取
引
ヲ

「
之
ヲ
（
国
立
銀
行
を
—
ー
筆
者
註
）
目
ス
ル
ニl
ノ
貸
金
所
ヲ

れ
な
い
の
は
一
云
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
か
く
て
は
勢
い
、

わ
る
役
員
自
身
が
不
馴
れ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

一
般
人
民
に
理
解
さ

と
規
定
さ
れ
て
は
い
た
が
、
銀
行
の
営
業
に
つ
い
て
は
、
経
営
に
携

'̀’ ーヽ
＼

地
金
ノ
取
引
等
ヲ
以
テ
営
業
ノ
本
務
ト
ナ
ス
ヘ
シ
」
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第三表 預 金 の 内 訳 ＊単位

円

二・半季＼類 御預金用 拝借金 11 預定金期 預当座金 貯金蓄 預約定金 1I 別預段金 1振手形出 I1合 計

明7治年・上1 ー 一~-•1- r ..... 7年・下 ー 一 80,753 72,93 1,575 155,267 

8年・上 ー 20,000231,176 163,43 4,115 - 418,724 

8年・下 5,000 135 000 182,901 60,461 6,102 - 389 ， 464 

9年・上 37,008 150,000 336,967 102,154 8,324 - 634,453 

9年・下 6,858 - 213,295 89,478 - 10,000 324,631 

10年・上 一 一 52,032 187,970 - - - 243,002 

10年・下 42,7571 - 20,694 188,355 - - - 263,061 

11年・上 58,144 - 83,337 171,008 - - 8,462 320 ， 951 

11年・下 5,348 7,000 350,489尼塁塁t中 ― - - 362,837 

12年・上 113,084 - 148,150 197,541 - 151,303 - 656,094 

12年・下 194,708 -

13年・上 173,709 - 162,957 211,460 - 270,033 831,117 

13年・下 141,691 - 284,567 134,5971 - 224,726 787,098 

第

五

国

立

銀

行

の

史

的

研

究

＊＊第五国立銀行『沿革事誌』により作成。

の
み
を
見
る
場
合
、
明
治
九
年
迄
は
、
前
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ

の
主
要
部
分
を
負
う
て
い
た
。
尚
、
定
期
頸
金
、
当
座
預
金
の
両
者

国
立
銀
行
の
最
大
特
権
で
あ
る
銀
行
紙
幣
の
発
行
に
、
そ
の
資
金
源

津
家
か
ら
、
あ
る
い
は
、
県
庁
か
ら
、
預
り
金
を
な
し
、
加
え
て
、

と
云
う
曖
昧
な
名
目
の
も
と
に
、
更
に
は
、
御
用
預
金
と
し
て
、
島

集
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
最
初
は
自
己
資
本
を
、
次
に
は
、
拝
借
金

て
い
な
い
。
遅
転
資
金
を
ま
か
な
う
に
足
る
預
金
を
一
般
公
衆
か
ら

結
局
、
定
期
預
金
、
当
座
預
金
は
、
創
立
後
数
年
間
殆
ど
増
加
し

る。 こ
と
と
共
に
、

治
十
二
年
以
後
の
預
金
の
伸
び
の
一
因
は
、
約
定
預
金
の
加
わ
っ
た

明
治
八
年
か
ら
の
預
金
総
計
の
増
加
は
、
拝
借
金
と
、
御
用
預
金

が
、
特
に
後
者
は
、
僅
か
で
あ
る
。

定
預
金
は
十
一
一
年
以
後
に
、
振
出
手
形
は
十
年
以
後
に
姿
を
見
せ
る

第
二
十
五
巻

が
加
わ
っ
た
為
で
、
こ
れ
が
、
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。
更
に
、
明

御
用
預
金
の
急
激
な
る
増
加
に
類
す
る
と
見
ら
れ

第
二
号

九
〇
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第四表 貸 出 の 内 訳 ＊単位 円
』^

第五国立銀行の史的研究

~・半季種類、貸付金 1I 当座貸越割引手形荷手為替形 期貸付限過金 1 合計

明治7灯._,I319.335 I 319,335 

7年・下 277,252 277,252 

8年・上 268,670 2,031 270,701 

8年・下 302,412 337,907 

9年・上 319,804 319,804 

9年・下 I292,846 貸付含金マ中 292,846 
二 Jレ

10年・上 134,647 134,647 

10年・下 160,136 160,136 

11年・上 113,991 113,991 

11年・下 244,561 貸付含金マ中 244,561 
二 Jレ

12年・上 268,081 8,275 6,837 283,193 

12年・下 308,938 19,696 88 328,722 

13年・上 347,280 17,653 9,584 374,517 

13年・下 471,663 12,475 12,636 497,143 

＊＊第五国立銀行『沿革事誌』により作成。

第
二
十
五
巻

第
二
号

九

屋
的
、
高
莉
貸
的
長
期
貸
金
所
と
で
も
一
字
っ
た
も
の
が
浮
び
上
つ
て

こ
の
表
に
見
る
限
り
、
そ
こ
に
は
、
銀
行
と
は
名
ば
か
り
で
、
質

至
っ
て
は
、
十
三
年
下
半
季
に
や
っ
と
登
場
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

る
が
、
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
い
程
、
僅
少
で
あ
り
、
荷
為
替
手
形
に

越
、
割
引
手
形
は
、
十
二
年
頃
か
ら
、
毎
年
姿
を
見
せ
る
様
に
は
な

J

こ
で
は
、

⑫

貸

付

業

務

殆
ど
貸
付
金
に
凡
て
が
托
さ
れ
て
い
る
。

当
座
貸

先
ず
、
梵
出
の
内
訳
を
第
四
表
に
よ
っ
て
見
て
頂
き
た
い
。

の
が
算
入
さ
れ
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。

れ
以
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
後
者
が
追
い
つ
い
て
く
る
が
、
こ
の

最
初
の
三
年
間
の
定
胡
預
金
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
官
公
金
と
目
さ

3
 

れ
る
も
の
が
、
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

後
の
年
に
お
い
て
も
一
本
え
る
こ
と
で
、
官
公
金
と
、
民
間
預
金
と
の

4
 

明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
為
、
御
用
預
金
と
云
う
勘
定
科
目

以
外
に
、
単
な
る
預
金
科
目
中
に
も
、
性
質
上
御
用
金
に
類
す
る
も
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第
・
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

第
二
号

5
 

一
ケ
年
一
割
―
一
分
か
ら
一
割
四
分
で
あ
り
＼
翌
年
、
改
正
国
立
銀
行
条
例
に
従
い
、

年
』
割
、
期
間
五
ヶ
月
と
定
め
な
が
ら
も
．
「
新
条
例
中
箕
附
金
利
子
―
―
一
割
ノ
制
限
ヲ
止
メ
ラ
レ
タ
ル
〈
時
世
＝
一
不
適
当
ノ
感
ナ
キ
能
〈

ス
」
と
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
様
な
貰
出
の
状
況
を
、
長
崎
第
十
八
国
立
銀
行
の
場
合
と
較
べ
て
み
る
と
、
貸
付
金
利
息
こ
そ
、

当
座
貸
越
が
そ
の
過
半
を
占
め
、
箕
付
先
も
、
大
部
分
が
貿
易
商
人
と
推
定
さ
れ
が
の
に
対
し
、
前
述
の
如
く
、
第
五
国
立
銀
行
に
は
前
期
的

性
格
の
み
し
か
見
受
け
ら
れ
な
い
。
釣
付
涜
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
を
示
す
資
料
が
入
手
出
来
な
い
為
、
断
定
は
避
け
ざ
る
を
え
な
い
が
、

族
授
廣
を
授
助
せ
ん
と
努
力
せ
る
事
情
を
、
度
々
見
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
恐
ら
く
は
、
士
族
へ
の
貸
付
が
中
心
を
な
し
て
い
た

支
店
で
は
、
殆
ど
す
べ
て
そ
う
で

5
る
と
み
て
よ
い
）
の
で
、
そ
の
抵
当
物
件
に
し
て
も
、
公
債
証
書
が
一
般
的
で
、

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

直
接
的
に
は
資
本
金
の
減
額
、
間
接
的
に
は
酉
南
戦
争
の
影
轡
と
見
ら
れ
る
が
、
明
治
十
年
上
半
季
の
営
業
報
告
は
、

士

（
特
に
鹿
児
島

か
な
り
信
用
貸
も
多
か

尚
、
貸
出
の
推
移
を
眺
め
て
み
る
と
、
大
体
―
―

1
0
万
円
前
後
を
続
け
て
い
る
が
、
十
年
、
十
一
年
に
一

0
万
円
代
に
激
減
し
て
い
る
の
は
、

「
本
季
営
業

2
翫
シ
テ
不
活
澄
ニ
テ
ア
リ
キ
就
中
鹿
児
島
地
方
〈
二
月
ョ
リ
郵
便
不
通
―
―
シ
テ
四
月
上
旬
＝
一
至
リ
漸
ク
日
向
路
ョ
リ
開
通
シ

タ
レ
ト
モ
支
店
〈
参
軍
本
営
ノ
用
―
―
充
テ
ラ
レ
シ
カ
故
僅
カ
ニ
宿
直
員
一
人
ヲ
識
キ
休
業
セ
シ
ヲ
以
テ
社
員
安
否
ノ
通
信
―
―
過
キ
ス
如
斯
景

況
ナ
ル
カ
放
―
―
同
支
店
本
季
ノ
営
業
:
夫
成
跡
ヲ
留
ム
ル
ニ
由
ナ
キ
ヲ
以
テ
大
蔵
省
へ
稟
伺
ノ
上
本
季
ノ
報
告
ヲ
廃
シ
タ
lJ
大
坂
支
店
ノ
如

キ
モ
鹿
児
島
支
店
卜
関
連
ノ
塗
ヲ
痙
塞
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
大
＝
ー
業
務
ノ
進
行
ヲ
防
ケ
ラ
ビ
営
業
上
ノ
要
務
タ
ル
預
リ
金
梵
付
金
等
〈
一
般

く
る
。
事
実
、
明
治
八
年
に
お
い
て
、
資
付
金
利
息
は
、

一
割
内
外
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、

九
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第五表 銀行紙幣下付高及び流通高 ＊単位 円

第五国立銀行の史的研究

I',,.~類サ,1! 第五同立銀行紙幣 II 全 門 立 叙 行 紙 幣

下 付 高 I実際流通高 下付高 l実際流通高

明治6年・下

295,080 I I 

1,362,210 852,520 

7年・上 300,000 1,896,000 1,356,979 

7年・下 300,000 292,582 1,995,000 802,730 

8年・上 300,000 173,936 2,020,000 381,163 

8年・下 300,000 221,070 1,420,000 233,861 

9年・上 300,000 24,178 1,420,000 62,456 

9年・下 300,000 200,552 1,744,000 1,744,000 

10年・上 240,000 238,339 8,999,931 8,999,931 

10年・下 240,000 239,496 13,352,751 13,352,751 

11年・上 240,000 239,048 16,956,800 16,956,800 

11年・下 240,000 238,778 26,279,006 26,279,006 

!2'f・ト I 240,000 239,609 33,093,455 33,071,346 

12年・下 240,000 239,239 34,072,480 34,046,014 

13年・上 240,000 238,768 I 34,460,265 34,415,064 

13年・下 240,000 239,737 34,476,ESO 34,426,351 
I 

＊＊第五国立銀行『沿革事誌』

『明治財政史』第 13巻 297、306-307、319-320頁より作成。

第
二
十
五
巻

第
二
号

九

九
年
に
か
け
て
の
流
通
状
態
の
悪
化
は
激
し
く
、
特
に
、
九

そ
の
流
通
高
は
、
第
五
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
八
年
か
ら

発
行
し
て
い
る
。

い、一―

10
万
円
の
資
本
金
に
対
し
、
二
四
万
円
の
銀
行
羞
を

資
本
金
五

0
万
円
の
六
割
に
当
る
一
―

10
万
円
の
銀
行
券
を
発

‘‘,' 
2
 

（
 

行
し
、
後
、
明
治
十
年
、
資
本
金
減
少
と
、
条
例
改
正
に
伴

第
五
国
立
銀
行
は
、
最
初
、
旧
国
立
銀
行
条
例
に
よ
っ
て
、

う。
最
後
に
、

第
五
国
立
銀
行
券
の
流
通
状
態
を
見
て
み
よ

⑱

発

券

業

務

お
い
て
詳
し
く
述
べ
よ
う
。

此
の
酉
南
戦
争
に
よ
る
影
響
と
、
減
資
の
問
題
は
次
節
に

と
述
べ
て
い
る
。

ニ
減
縮
ヲ
来
シ
著
シ
ク
利
益
ヲ
減
殺
セ
ラ
レ
タ
レ
ト
モ
他

。
ー、,̀

動
ノ
結
果
ト
シ
テ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
所
ナ
リ
」
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「
七
年
八
月
二
至
リ
横
浜
金
貨
租
場
百
円
―
―
付
壱
円
二
三
拾
銭
ノ
打
歩
ヲ
生
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
杜
幣
交
換
ヲ
望
ム
者
多
ク
引
換
準
備
金
大
二
逼

「
此
年
（
七
年
—
ー
筆
者
註
）
台
溝
―
―
事
ア
リ
銀
行
紙
幣
引
換
ヲ
要
求
ス
ル
者
一
時
―
―
相
起
リ
従
テ
準
備
金
貨
二
欠
乏
ヲ
生
シ
…
…
…
…
」

「
七
年
十
一
月
小
野
組
閉
店
京
坂
間
浮
説
百
出
銀
行
＝
―
於
テ
モ
其
景
況
ヲ
蒙
ル
コ
ト
不
勘
準
備
金
―
―
警
戒
ヲ
施
セ
リ
」

と
先
ず
、
準
備
金
の
不
足
を
懸
念
し
、

「
七
年
下
半
季
間
↑
金
紙
ノ
交
換
―
―
忙
ハ
シ
ク
之
レ
カ
為
メ
銀
行
者
ノ
心
労
モ
専
ラ
之
レ
―
―
渭
マ
ル
カ
如
ク
営
業
ノ
盛
衰
ハ
時
祉
―
―
任
シ
タ

ル
ヲ
以
テ
著
シ
キ
盛
況
〈
ナ
ク
モ
前
季
―
―
対
照
ス
レ
ハ
百
事
其
緒
二
就
キ
タ
ル
者
ノ
如
シ
」

と
全
く
、
紙
幣
交
換
に
の
み
追
わ
れ
て
営
業
面
へ
の
消
阪
性
を
示
し
て
お
り
、

「
当
季
（
九
年
上
半
季
ー
ー
筆
者
註
）
間
営
業
ハ
鹿
児
島
支
店
二
於
テ
租
々
事
業
ノ
発
達
ヲ
見
ル
可
シ
ト
雖
京
坂
両
店
ハ
依
然
金
貨
ノ
打
歩

―
―
制
セ
ラ
レ
得
失
償
〈
サ
ル
ニ
一
至
ル
者
ア
リ
大
坂
地
方
本
年
二
月
下
浣
―
―
ハ
打
歩
千
円
―
―
付
百
拾
円
／
高
キ
―
―
登
ル
モ
社
幣
ノ
交
換
ハ
限
頭

常
―
―
絶
ヘ
サ
ル
ノ
姿
ニ
テ
一
月
ョ
リ
四
月
十
八
日
―
―
至
ル
迄
大
坂
支
店
而
已
ニ
テ
交
換
シ
タ
ル
杜
幣
ハ
平
均
一
日
七
百
九
拾
参
円
―
ー
シ
テ
之

レ
―
―
東
京
鹿
児
島
ノ
両
店
交
換
高
ヲ
加
フ
レ
↑
少
ク
ト
モ
千
円
ノ
上
―
―
出
ツ
ヘ
シ
如
斯
景
況
ナ
ル
ヲ
以
テ
貸
附
金
ハ
期
日
毎
―
一
別
揚
ケ
金
貨

迫
セ
リ
」

『
沿
革
事
誌
』
に
よ
る
と
、

第
五
同
立
銀
行
の
史
的
研
究

年
上
半
季
な
ど
は
、
殆
ど
、
八
％
し
か
流
通
し
て
い
な
い
。
全
国
の
状
況
を
み
て
も
、
五
％
内
外
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
季
で
は
、
全
国
四
行

の
中
で
は
ま
だ
、
幾
分
な
り
と
も
、
良
い
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鹿
児
島
支
店
が
あ
る
程
度
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
様
で
あ
る
。

第
二
十
宜
巻
第
二
号

九
四
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第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

と
、
国
立
銀
行
券
は
流
通
界
に
出
る
や
否
や
、
直
に
正
貨
兌
換
を
要
求
さ
れ
、
戻
っ
て
く
る
状
況
で
、
か
く
て
第
五
国
立
銀
行
は
、

「
（
明
治
八
年
）
一
二
月
三
日
第
一
国
立
銀
行
楼
上
―
―
於
テ
同
銀
行
ハ
勿
論
第
二
第
四
及
本
行
ノ
四
行
相
会
シ
国
立
銀
行
条
例
改
正
ノ
件
ヲ
討

議
決
定
セ
リ
共
要
旨
ハ
創
業
以
来
杜
幣
ハ
流
通
上
殆
ン
ト
跡
ヲ
絶
チ
従
テ
発
ス
レ
〈
従
テ
交
換
ヲ
請
求
セ
ラ
レ
銀
行
〈
一
意
準
備
＝
一
究
々
夕

ル
而
已
ニ
シ
テ
殆
ン
ト
余
暇
ナ
キ
ヲ
以
テ
引
換
準
備
金
ヲ
通
貨
二
改
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
出
願
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
」

と
云
う
様
に
、
他
の
三
行
と
共
に
請
願
し
、
明
治
九
年
八
月
、
国
立
銀
行
条
例
の
改
正
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
少
々
繁
雑
な
く
ら
い
、
資
料
を
引
用
し
た
が
、
当
時
の
匡
立
銀
行
が
、
旧
条
例
の
下
で
、
疋
貨
兌
換
に
追
わ
れ
て
営
業
が
手
に
つ
か

ず
、
叉
、
最
初
に
述
べ
た
様
に
、
不
換
紙
幣
た
る
太
政
官
札
を
、
国
立
銀
行
の
兌
換
券
に
よ
っ
て
収
拾
し
よ
う
と
し
た
政
府
の
意
図
が
、
見
事

(4) 

『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻
四
四
頁
。

四
一
九
頁
。

本
稿
八
五
頁
に
引
用
せ
る
如
く
、
『
沿
革
事
誌
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
八
年
上
半
季
に
は
、
脱
児
島
県
の
石
代
金
二
十
三
万
円
が
定
期
預
金
と
し
て
与
托
せ
ら

れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
第
三
表
に
よ
れ
ば
、
御
用
預
金
は
空
欄
で
あ
り
、
定
期
預
金
が
、
前
半
季
の
三
倍
に
ふ
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
然
、
こ

半
季
実
際
報
告
で
は
、
は
つ
き
り
、

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

例
え
ば
、
元
山
文
庫
中
の
長
崎
第
十
八
国
立
銀
行
や
、
九
州
大
学
経
済
学
部
所
蔵
の
鹿
児
島
第
百
五
ト
ニ
国
立
銀
行
な
ど
の
考
課
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
A

で
資
料
と
し
て
用
い
た
『
沿
革
事
誌
』
は
、

③

前

掲

書

③
 

(1) 
に
は
ず
れ
た
こ
と
が
よ
く
分
る
。

政
府
勘
定
と
人
民
勘
定
は
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、

3
 

（
 

購
入
ノ
資
二
供
ス
ル
等
百
方
計
両
シ
テ
此
季
ヲ
経
過
シ
タ
リ
」

第
二
十
万
巻

第
二
号

九
五

一
種
の
年
史
で
あ
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⑫
前
掲
書
一
五
三
ー
一
五
五
頁
。

(11) 皿
前
掲
『
沿
革
事
誌
』
四
七
頁
。

9

.

 

，
 

・
~

零
細
士
族
の
集
合
に
よ
る
仙
台
第
七
十
七
国
立
銀
行
の
場
合
を
参
照
。

長
幸
男
氏
前
掲
書
六
九
ー
七

0
頁。

(6) (5) 

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

る
為
、
そ
の
中
に
記
載
さ
れ
た
半
季
実
際
報
告
は
、
幾
分
、
筒
略
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

団8
 II

（
明
治
十
年
）
金
禄
公
債
証
書
発
行
二
付
、
應
児
島
県
士
族
授
産
ノ
為
メ
本
行
資
本
金
増
加
ノ
索
ヲ
立
テ
、
壱
割
利
付
金
禄
公
債
証
書
ハ
百
円
二
付
九
拾

五
日
、
七
分
利
付
金
禄
公
債
証
書
ハ
六
拾
五
円
ノ
割
合
ヲ
以
テ
応
募
ノ
目
的
充
分
相
立
チ
シ
ヲ
以
テ
、
十
二
月
中
大
蔵
省
へ
出
願
ノ
上
、
従
来
ノ
資
本
二
合

シ
テ
壱
百
五
拾
万
円
二
増
加
セ
ン
コ
ト
ヲ
計
リ
タ
レ
ト
モ
、
各
地
発
行
紙
幣
二
間
限
ア
ル
ヲ
以
テ
許
可
セ
ラ
レ
サ
リ
キ
II

II

（
明
治
十
二
年
）
三
月
中
鹿
児
島
県
士
族
ノ
既
望
（
希
望
の
誤
植
で
あ
ろ
う
ー
ー
筆
者
註
）
ニ
ョ
リ
彼
我
ノ
便
益
ヲ
計
リ
約
定
預
金
ヲ
起
シ

．．．．．． 
II 

『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻
四
一
頁
。

明
治
五
年
の
国
立
銀
行
条
例
第
六
条
第
十
四
節
は
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

II

・
・
・
・
・
・
銀
行
ハ
元
金
高
十
分
ノ
六
ノ
金
札
ヲ
以
テ
公
債
証
書
ヲ
得
、
其
証
書
ヲ
納
メ
テ
紙
幣
ヲ
得
、
他
ノ
四
分
ハ
正
金
ニ
テ
右
紙
幣
引
換
ノ
準
備
ト
ス
ル
ノ

割
合
ナ
リ
”

明
治
九
年
の
改
正
国
立
銀
行
条
例
に
よ
り
、
資
本
金
の
八
割
に
当
る
銀
行
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
二
割
を
通
貨
で
準
俯
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

前
掲
『
沿
革
事
誌
』
五
一
二
、
八
一
二
頁
。

拙
稿
前
掲
論
文
八
四
ー
八
六
頁
。

前
掲
害
三
九
頁
。

前
掲
『
沿
革
事
誌
』
―

1
0頁。

第
二
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九
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第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

第
二
号

九
七

「
（
同
年
）
六
月
中
旬
ョ
リ
鹿
児
島
市
中
劇
戦
数
回
支
店
事
務
所
ノ
中
央
井
―
―
邸
内
―
―
破
烈
丸
ノ
逹
ス
ル
コ
ト
三
回
其
他
銃
丸
ノ
飛
散
シ
来

ル
コ
ト
無
数
ニ
シ
テ
惨
停
タ
ル
景
況
ニ
テ
ア
リ
キ
如
斯
有
様
ナ
ル
ヲ
以
テ
支
店
家
屋
倉
庫
ノ
破
損
等
少
カ
ラ
ス
番
人
山
本
太
郎
助
ハ
其
職
ヲ
’

守
リ
テ
弾
丸
雨
風
ノ
間
―
―
倉
庫
ノ
見
廻
等
怠
ラ
サ
リ
シ
ヲ
以
テ
抵
当
物
件
―
―
異
状
ナ
カ
リ
シ
ニ
不
幸
中
ノ
幸
ニ
テ
ア
リ
タ
リ
」

「
（
同
年
）
七
月
鹿
児
島
騒
擾
近
郡
―
―
及
ヒ
市
中
大
二
鎮
静
二
帰
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
鹿
児
島
支
店
〈
帰
任
社
員
ヲ
集
メ
テ
帳
簿
等
ノ
取
調
二
従

「
（
同
年
）
四
月
鹿
児
島
支
店
〈
市
中
騒
擾
休
務
中
磯
島
津
邸
へ
金
銀
証
券
類
其
他
必
要
ノ
書
類
物
件
等
ノ
保
護
ヲ
要
願
セ
リ
」

シ」 ノ
ミ
ナ
ラ
ス
各
店
間
ノ
営
業
事
務
二
少
カ
ラ
サ
ル
関
係
ヲ
及
シ
預
lJ
金
等
〈
鹿
児
島
支
店
〈
勿
諭
京
坂
閻
―
―
於
テ
モ
引
出
ヲ
要
求
ス
ル
者
多

「
（
明
治
十
年
）
二
月
鹿
児
島
地
方
専
ラ
騒
擾
海
路
航
通
ヲ
杜
絶
セ
シ
ヲ
以
テ
本
支
店
間
ノ
金
銀
逓
送
其
他
往
復
便
等
更
―
―
不
便
ヲ
来
セ
シ

再
び
、
『
沿
革
事
誌
』
に
よ
れ
ば
、

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、
先
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
西
南
戦
争
の
影
轡
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
様
な
、
第
五
国
立
銀
行
と
鹿
児
島
県
と
の
密
接
な
関
係
故
に
、
鹿
児
島
県
経
済
の
推
移
発
展
を
抜
き
に
し
て
、

(14) (13) 

五
西
南
戦
争
の
影
謳
と
資
本
金
の
減
少

前
掲
『
沿
革
事
誌
』
三
一
頁
。

前
掲
書
一
三
頁
。

こ
れ
を
考
え
る
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よ
る
と
、

か
ら
推
察
で
き
ょ
う
。

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

事
シ
且
破
損
修
覆
等
二
着
手
セ
リ
」

「
（
同
年
）
九
月
一
日
―
―
至
リ
鹿
児
島
市
中
叉
々
争
乱
市
民
死
傷
等
極
メ
テ
多
ク
不
得
止
再
ヒ
同
支
店
ヲ
閉
鎖
シ
杜
員
〈
従
前
ノ
如
ク
近
郡

近
村
―
―
災
厄
ヲ
避
ケ
タ
リ
此
惨
劇
―
―
付
抵
当
物
品
諸
証
券
及
帳
簿
類
ハ
多
ク
磯
島
津
邸
へ
連
ヒ
タ
レ
ト
モ
板
庫
＝
ー
所
蔵
セ
シ
銑
銚
錫
類
ノ
如

キ
ハ
皆
兵
火
―
―
梱
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
金
額
九
百
円
ノ
損
失
ヲ
生
セ
リ
」

と
云
っ
た
状
況
に
あ
り
“
酉
南
戦
争
中
、
鹿
児
島
市
店
の
機
能
が
す
つ
か
り
停
止
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
第
一
一
表
に
見
ら
れ
る

通
り
、
十
年
上
半
季
か
ら
十
一
年
上
半
季
に
か
け
て
の
、
預
金
、
貸
出
は
、
何
れ
も
激
減
し
て
い
る
。
そ
の
直
接
的
な
原
因
は
、
騒
乱
に
よ
る

一
般
社
会
状
態
の
不
安
定
と
、
交
通
の
杜
絶
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
第
五
国
立
銀
行
自
体
は
、
戦
争
そ
の
も
の
に
係
る
こ
と
を
避
け
た
様
戸
ぁ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
西
郷
軍
が
、
軍
資
の
峡
乏
に
困
窮
し
、
い
わ
ゆ
る
、
西
郷
札
を
発
行
し
た
他
、
貸
金
業
を
営
む
承
恵
社
及
び
撫
育
会
社
か

ら
、
証
券
発
行
に
よ
っ
て
現
金
を
調
逹
し
幻
に
も
拘
ら
ず
、
第
五
国
立
銀
行
の
鹿
児
島
支
店
に
は
、
そ
う
云
う
事
情
が
全
然
見
ら
れ
な
い
こ
と

次
に
、
此
の
間
題
を
も
含
め
、
資
本
金
減
少
に
至
っ
た
経
過
を
述
べ
よ
う
。

第
五
国
立
銀
行
は
、
明
治
九
年
一
月
、
本
店
を
大
阪
か
ら
東
京
に
移
し
、
同
年
九
月
、
条
例
改
正
と
共
に
、
資
本
金
を
五

0
万
円
か
ら
一
―

1
0

万
円
に
減
額
し
て
再
発
足
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
『
明
治
財
政
史
』
に
は
、
「
実
際
ノ
経
験
二
因
リ
共
資
本
金
ノ
過
大
―
―

シ
テ
反
テ
利
益
ノ
薄
キ
ヲ
悟
リ
」
（
と
述
べ
て
い
る
か
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
様
で
あ
る
。
『
沿
革
畢
誌
』
の
中
の
、
有
村
国
彦
頭
取
の
言
葉
に

第
二
十
五
巻
第
二
号

11¥ 
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第
二
号

九
九

「
株
金
の
過
半
ハ
県
庁
ノ
有
―
―
シ
テ
当
時
ノ
県
令
大
山
綱
良
氏
ノ
自
由
ス
ル
所
タ
リ
シ
ハ
皆
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
然
ル
ニ
当
時
銀
行
ノ
役
員
ト

シ
テ
ハ
殆
ン
ト
条
例
ヲ
無
視
シ
奄
モ
秩
序
ナ
キ
ヲ
以
テ
多
額
ノ
損
失
ヲ
来
ス
等
銀
行
ハ
恰
モ
支
離
滅
烈
ノ
有
様
ニ
テ
ア
リ
キ
」

島
津
家
の
も
の
で
あ
る
為
、

は
、
上
京
し
て
、
在
京
の
家
令
奈
良
原
氏
と
計
つ
て
、
島
津
家
の
出
資
金
を
保
護
す
る
為
に
も
、
第
五
国
立
銀
行
の
善
後
策
を
講
じ
た
が
、
島

津
邸
内
に
お
い
て
も
、
旧
家
臣
の
中
に
は
、
「
銀
行
営
業
ノ
如
キ
ハ
質
屋
業
卜
等
シ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
堂
々
タ
ル
華
族
家
ノ
従
事
ス
可
キ
業
務
―
―

ア
ラ
ズ
]
と
一
云
う
意
見
が
多
か
っ
た
為
、
有
村
氏
は
、
同
じ
薩
藩
出
身
で
あ
る
時
の
紙
幣
頭
得
能
良
介
氏
に
援
助
を
求
め
た
所
、
氏
は
次
の
様

「
第
一
問
ヲ
起
シ
テ
曰
ク
足
下
等
ノ
銀
行
ノ
経
済
:
向
行
会
社
（
当
時
俗
―
―
空
米
相
場
会
社
卜
言
ヘ
リ
）
ノ
経
済
卜
混
同
シ
且
其
役
員
ノ
如

キ
モ
終
始
相
提
携
シ
テ
到
底
離
ル
ル
能
〈
ス
今
足
下
ノ
特
権
ヲ
以
テ
分
離
断
絶
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
乎
第
二
役
員
ノ
進
退
瓢
院
ヲ
ナ
シ
得
ヘ
キ
乎

第
一
二
県
有
株
金
ヲ
島
津
家
ノ
有
二
為
ス
乎
又
ぐ
式
拾
万
乃
至
参
拾
万
―
―
資
本
金
ヲ
減
少
シ
県
有
株
ヲ
除
キ
完
全
ナ
ル
銀
行
卜
為
ス
ヲ
得
ヘ
キ

乎
」

と
一
云
う
も
の
で
、
こ
の
一
二
問
を
実
行
す
る
条
件
で
、
得
能
氏
の
援
助
を
受
け
て
改
革
を
進
め
、

「
明
治
九
年
資
本
金
減
少
県
有
ノ
分
C

総
テ
御
邸
へ
差
出
ス
事
―
―
決
定
シ
同
十
一
年
＝
一
至
リ
総
テ
其
決
ヲ
結
ヘ
リ
従
来
資
本
金
〈
五
拾
万
円

ナ
レ
ト
竺
不
規
則
ノ
貸
附
金
等
ア
リ
テ
結
局
拾
万
円
こ
損
失
卜
見
込
ミ
尚
拾
万
円
〈
鉱
山
資
金
二
充
テ
残
額
三
拾
万
円
ヲ
以
テ
銀
行
ノ
資
金

ニ
供
ス
ル
コ
ト
ニ
決
議
セ
リ
」

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

な
三
つ
の
問
題
を
提
出
さ
れ
た
。
即
ち
、

と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
県
庁
の
有
と
は
云
え
、

そ
れ
は
、

第
二
十
五
巻

当
時
、

磯
の
島
津
邸
の
家
扶
を
勤
め
て
い
た
有
村
氏
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第六表 純利益金推移表 ぷ単位

円

年＼＼？＼半拿店＼別 東京 店 1I 大阪店 鹿児島店 II 1 総 計

明治7年・上 1

I I 

15,753 

7年・下 25,403 

8年・上 19,878 

8年・下 21,225 

9年・上 11,972 5,092 3,563 20,627 

9年・下 18,226 4,841 3,562 26,629 

10年・上 7,707 3,075 10,782 

10年・下 25,355 2,456 2,454 30,265 

11年・上 12,100 953 1,363 14,416 

11年・下 20,282 

I 
3,044 5,052 28,378 

12年・上 16,833 3,611 6,221 26,665 

12年・下 21,755 5,351 6,657 33,763 

13年・上 19,054 5,005 10,693 34,752 

13年・下 21,526 6,235 7,740 35,501 

七＊第五国立銀行『沿革事誌』により作成。

（備考〕資料には明冶 7年、 8年は、本支店別の金額が出されていない。

分
け
て
い
る
が
、
両
者
の
比
は
、
酉
南
戦
争
を
境
と
し
て
、
以
前

ぼ
、
六
割
平
均
を
占
め
て
居
り
、
残
り
を
大
阪
・
鹿
児
島
両
店
で

の
数
字
が
出
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
見
る
と
、
東
京
本
店
が
ほ

り
、
十
二
年
以
後
増
加
し
て
く
る
。
九
年
以
後
は
、
各
本
支
店
別

が
、
特
に
、
十
年
上
半
季
、
十
一
年
上
半
季
は
例
年
の
半
分
で
あ

創
立
よ
り
十
一
年
迄
は
、

殆
ど
、

二
万
円
を
前
後
し
て
い
る

み
る
と
次
の
如
く
な
る
。

行
の
初
期
の
営
業
が
、
不
規
則
な
貸
付
な
ど
の
為
、
う
ま
く
行
か

ず
、
そ
の
損
失
の
為
め
に
四
割
に
達
す
る
減
資
を
行
わ
ざ
る
を
え

こ
れ
を
更
に
、
確
認
す
る
為
に
、
鈍
利
益
の
増
減
を
表
に
し
て

な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
度
々
引
用
し
た
資
料
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
第
五
国
立
銀

が
成
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

し
、
明
治
十
一
年
、
有
村
氏
の
頭
取
選
任
を
経
て
、

一
応
、
改
革

か
く
て
改
革
に
着
手
し
た
が
、
西
南
戦
争
勃
発
の
為
、

第
二
号

1
0
0
 

一
時
停
止
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は
大
阪
、
以
後
は
鹿
児
島
が
優
勢
を
保
つ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
貸
附
金
利
息
、
公
債
証
書
利
息
、
公
債
及
び
地
金
売
買
益
、

料
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
割
合
は
、
七
年
八
年
の
ニ
ケ
年
分
し
か
資
料
に
は
出
て
い
な
い
為
、
充
分
、
見
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
矢

‘,'-，
 

張
り
公
債
証
書
利
息
が
半
分
近
く
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

最
初
に
も
一
寸
ふ
れ
た
様
に
、
資
料
の
不
足
か
ら
、
こ
の
初
期
の
時
代
に
お
け
る
第
五
国
立
銀
行
と
鹿
児
島
県
経
済
の
推
移
発
展
と
を
咽
み

合
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
第
五
国
立
銀
行
と
島
津
家
及
び
鹿
児
島
県
庁
と
の
関
係
か
ら
推
し
て
行
く
と
、

出
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
節
で
ふ
れ
る
と
し
て
、
当
時
の
底
児
島
県
の
主
要
奎
業
は
、
紡
績
業
・
鉱
業
が
巾
心
で
あ
り
、
主
要
商
品
は
、

特
産
物
と
し
て
の
煙
草
•
砂
糖
・
茶
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
産
業
の
発
達
に
、
第
五
国
立
銀
行
が
ど
の
様
な
役
割
を
果
し
た
か
、
明
確

で
は
な
い
が
、
士
族
授
産
と
し
て
の
蚕
糸
業
、
茶
業
に
携
わ
る
会
社
の
結
成
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
、
士
族
へ
の
貸
付
の
抵
当
品
に
砂
糖
が
見

出
さ
れ
る
こ
と
、
叉
、
島
津
家
直
営
の
紡
績
所
を
、
第
五
国
立
銀
行
の
大
株
主
で
あ
っ
た
浜
崎
太
平
治
が
買
受
け
て
連
転
し
、
後
、
再
び
島
津

家
の
手
に
移
つ
て
い
る
が
、
次
第
に
拡
張
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
一
応
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
九
二
頁
参
照
。

八
一
二
八
ー
八
三
九
頁
、

何
れ
も
、
物
品
抵
当
の
貸
付
業
を
営
む
質
屋
的
な
金
融
機
関
で
、
士
族
の
家
禄
抵
当
貸
出
、

④
 

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

前
掲
害

八
三
八
頁
一
0
一
五
—
1
0
一
六
頁
。

③
前
掲
書

1
0
一五
-
1
0
一
六
頁
。

所
謂
、
西
郷
軍
の
軍
票
で
あ
り
、
十
円
、
五
円
、

②
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
』
第
三
巻
九
六
ニ
ー
三
頁
、

(1) 

1
0
一
七
頁
。

一
円
、
五
0
銭
、
二

0
銭、

第
二
十
五
巻

第
二
号

1
0
 

一
般
市
民
に
は
米
、
砂
糖
な
ど
に
よ
っ
て
抒
出
し
て
い
た
。

1
0
銭
の
六
種
で
、
総
計
一
四
一
、
四
―

1
0
円
を
発
行
し
て
い
る
。 そ

の
他
手
数

士
族
と
の
関
係
の
み
が
深
く
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⑫
前
掲
『
鹿
児
島
県
史
』
第
四
巻
四
四
六
ー
四
四
七
頁
。

旧） (10) 

8• 

8
5
0
 

1
1
,
9
6
6
 

9
,
0
0
0
 

1
3
,
8
1
9
 

(9) (8) 

前
掲
書
中
の
利
益
金
割
合
報
告
に
よ
る
と
、
次
表
の
如
く
な
る
。

前
掲
書
序
文

(7) (6) (5) 

前
掲
書
序
文

前
掲
『
沿
革
事
誌
』

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

発
行
額
約
四
万
円
、
こ
れ
と
引
換
に
市
中
富
豪
よ
り
現
金
を
借
入
れ
て
屈
り
、
戦
後
償
還
を
完
了
し
た
。

ニ
四
七
頁
。

『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻

序
文
五
頁
。

九
ー
一

0
頁。

―
二
頁
。

1
5
,
8
0
1
 

2
6
,
2
4
1
 

1
9
,
4
1
2
 

2
8
,
6
3
6
 

旦
閂
噂
涼
＝

J

齊
蔦
苺
疇
撃
謬
5
翫
贔
函
母
況
＝
揉

漉
涅

埜

溢

、

北

速

翌

埜

ー／
□

/

ー

宝
爺
7

相・」

1
5
,
7
5
3

7
令
•
T
 

2
5
,
4
0
3
 

8

搾・」ぃ

1
9
,
8
7
8

I
 

2
1
,
2
2
5
 

8
含
•
1

前
掲
『
鹿
児
島
県
史
』
第
四
巻
第
五
章
第
一
節
「
士
族
授
産
事
業
」
参
照
。

前
掲
『
沿
革
事
誌
』
一
八
七
ー
一
八
九
頁
。

9
2
2
 

1
2
6
 

2
4
,
6
5
1
 

4
0
,
7
6
1
 

3
3
 5
7
7
 

6
1
,
2
1
0
 第

二
十
五
巻

第
二
号

1
0
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第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

の
と
云
つ
て
良
い
と
思
う
。

第
二
号

以
上
、
資
料
に
よ
り
な
が
ら
述
べ
て
来
た
こ
と
を
綜
合
す
る
と
、
第
五
国
立
銀
行
の
創
立
及
び
そ
の
後
の
発
展
の
中
に
、

に
析
出
さ
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

士
族
の
姿
が
明
諒

一
体
、
「
士
族
銀
行
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
所
謂
、
農
工
銀
行
と
か
商
業
銀
行
と
云
っ
た
場
合
に
お
け
る
銀
行
種

別
と
は
違
っ
て
、
そ
の
設
立
主
体
に
よ
る
類
別
の
一
形
態
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
、
我
が
国
の
国
立
銀
行
に
一
般
的
に
名
付
け
ら
れ
た
も

即
ち
、
明
治
九
年
の
国
立
銀
行
条
例
改
正
以
後
、
全
国
各
池
の
士
族
が
、
そ
の
手
に
し
た
禄
券
（
金
禄
公
償
証
書
）
を
も
っ
て
払
込
み
、
国

立
銀
行
を
設
立
し
た
事
情
に
基
く
も
の
で
、
「
銀
行
創
立
〈
一
時
社
会
二
流
行
シ
地
方
商
業
ノ
大
小
金
融
ノ
閑
劇
ナ
ル
ト
否
ト
ヲ
顧
ミ
ス
叉
~
郎

行
営
業
ノ
如
何
ヲ
熟
知
セ
ス
或
ハ
地
方
官
ノ
諭
逹
ヲ
誤
認
シ
荀
モ
禄
券
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
士
族

2
銀
行
ヲ
創
立
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
羨
務

ア
リ
ト
信
シ
頻
―
―
其
設
立
―
一
狂
奔
シ
テ
陸
続
大
蔵
省
―
―
出
願
ス
ル
ノ
状
況
ナ
リ
キ
」
と
云
う
稲
、
国
立
銀
行
の
大
部
分
が
、
士
族
の
み
の
手
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
士
族
銀
行
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
表
面
は
士
族
の
設
立
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
内
容
は
多
岐
に
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
純
粋
に
士
族
の
み
の
出
資
経

営
に
よ
る
も
の
か
、
或
は
、
商
人
の
参
加
を
求
め
た
上
で
の
、
い
わ
ゆ
る
士
商
合
井
の
形
を
と
つ
て
い
た
か
、
又
、
士
族
の
み
の
出
資
に
よ
る

六

ー

士

族

銀

行

の

特

殊

型

と

し

て

1

む

す

び

に

か

え

て

第
二
十
五
巻

1
0三
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な
結
び
つ
き
を
見
せ
て
い
た
鹿
児
島
県
令
大
山
網
良
氏
や
、

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

紙
幣
頭
得
能
良
介
氏
な
ど
何
れ
も
旧
藩
時
代
、

第
二
十
五
巻

第
二
号

も
の
の
巾
に
も
、
第
十
万
国
立
銀
行
の
如
く
、
巨
大
な
資
本
を
集
め
た
銀
行
（
こ
れ
は
士
族
銀
行
で
は
な
く
、

れ
る
の
だ
が
）
か
ら
、
零
細
な
士
族
の
禄
券
を
糾
合
し
て
作
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
士
族
の
手
放
し
た
禄
券
を
買
集
め
た
商
人
・
豪
農
に

よ
る
も
の
な
ど
が
、
先
ず
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
な
事
を
一
応
念
頭
に
醤
い
た
上
で
、
第
五
国
立
銀
行
を
考
え
る
時
、
殷
立
事
情
の
み
を
取
上
げ
て
も
、
他
の
国
立
銀
行
と
か
な
り
異

第
一
に
、
第
五
国
立
銀
行
は
、
条
例
改
正
前
の
創
立
で
、
禄
券
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
し
か
も
、
多
数
の
士
族
の
資
金
を
集

め
た
の
で
も
な
く
、
島
津
家
と
云
う
、
明
治
維
新
の
遂
行
に
関
与
あ
る
一
華
族
の
投
資
を
も
と
に
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
一
に
、
そ
の
経
営
に
当
っ
た
者
は
、
殆
ど
、
島
津
家
の
旧
家
臣
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
銀
行
の
営
業
に
つ
い
て
も
、
預
金
を
集
め
る
こ
と
よ
り
も
、
士
族
へ
の
箕
出
が
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

以
上
の
三
点
が
、
初
期
の
第
宜
国
立
銀
行
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
一
雲
え
よ
う
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
詳
し
く
ふ
れ
た
の
で
省
く
と
し
て
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
歴
代
頭
取
や
役
員
が
旧
家
臣
で
あ
り
、
特
異

に
、
下
級
行
貝
に
も
か
な
り
居
た
（
特
に
鹿
児
島
支
店
の
場
合
）
と
考
え
ら
れ
、
近
代
的
な
企
業
と
し
て
、
株
式
会
社
の
形
態
で
は
あ
る
が
、

役
員
中
に
は
、
出
資
者
た
る
島
津
家
と
旧
来
の
君
臣
的
関
係
に
あ
っ
た
と
一
写
う
観
念
か
ら
脱
し
切
れ
ず
、
島
津
家
の
為
に
と
去
う
考
え
方
が
支

配
的
で
あ
っ
た
。
設
立
場
所
に
し
て
も
、
倉
屋
敷
の
あ
る
大
阪
を
本
店
に
、
江
戸
屋
敷
に
東
京
支
店
を
設
け
た
が
、
鹿
児
島
支
店
が
重
要
な
ポ

質
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

島
津
家
の
一
員
で
あ
っ
た
。
更

一
般
に
は
華
族
銀
行
と
称
せ
ら

1
0四
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さ
れ
る
。

(4) 
イ
ン
ト
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
中
心
資
料
と
し
て
用
い
た
第
五
国
立
銀
行
『
沿
革
事
誌
』
は
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
の
大

部
分
を
、
鹿
児
島
支
店
に
関
す
る
記
述
で
埋
め
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
第
三
の
点
に
お
い
て
は
、
士
族
の
生
活
を
保
護
し
よ
う
と
云
う
意

図
が
、
か
な
り
は
つ
き
り
働
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
様
な
経
過
を
辿
っ
た
第
五
国
立
銀
行
が
、
そ
の
名
称
と
は
凡
そ
似
合
わ
ぬ
前
期
的
性
格
か
ら
脱
し
得
ず
に
低
迷
し
、

以
上
は
、
資
料
を
追
う
の
み
で
、
充
分
な
分
析
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
の
初
期
の
時
代
に
見
る
限
り
、
国
立
銀
行
中
の
特
殊
な
一
例
と
見
倣

し
て
良
い
と
思
う
。
此
の
後
、
普
通
銀
行
に
至
る
迄
の
考
察
は
、
鹿
児
島
県
内
に
続
出
す
る
各
国
立
銀
行
及
び
私
立
銀
行
の
推
移
も
含
め
て
、

旧
国
立
銀
行
条
例
第
六
条
第
十
七
節
、
改
正
国
立
銀
行
条
例
第
十
八
条
、
第
二
十
条
を
参
照
。

③
前
掲
書
二
五
六
頁
。

(3) 

『
明
治
財
政
史
』
第
十
三
巻

長
幸
男
氏
前
掲
書

四
一
頁
、
一
五
三
ー
一
五
四
頁
。

最
初
の
頭
取
重
久
佐
平
太
は
院
藩
士
族
で
、
東
京
に
屋
敷
が
あ
っ
た
。
二
代
目
三
原
喜
之
助
は
、

邸
で
家
令
を
つ
と
め
、
四
代
目
有
村
国
彦
は
、

第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

鹿
児
島
の
磯
の
島
津
邸
で
家
扶
を
つ
と
め
て
い
た
。

国
立
銀
行
の
類
型
化
に
関
す
る
氏
の
試
み
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

六
一
ー
六
六
頁
。

(1) 
今
後
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

て
他
の
銀
行
に
合
併
せ
ら
れ
る
に
至
る
こ
と
は
諭
を
ま
た
な
い
。

鹿
児
島
県
士
族
、
三
代
目
奈
良
原
繁
は
、

そ
の
他
の
役
員
に
つ
い
て
も
、

第
二
十
五
巻

第
二
号

1
0
五

や
が

東
京
の
島
津

殆
ど
薩
藩
士
族
と
推
定
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後
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第
五
国
立
銀
行
の
史
的
研
究

第
二
十
五
巻

固
前
掲
『
沿
革
事
誌
』
一
頁
。

「
重
久
佐
平
太
住
宅
ヲ
以
テ
東
京
支
店
二
充
テ
•
…
•
•
」

前
掲
『
日
本
金
融
史
資
料
』
明
治
大
正
篇
第
三
巻
六
一
三
頁
、
六
一
八
頁
。

第
五
国
立
銀
行
創
立
証
書
第
二
条
及
び
、
銀
行
役
人
証
書
に
よ
る
。

⑧
前
掲
『
沿
革
事
誌
』
六
四
頁
及
び
本
稿
九
六
頁
註
矧
参
照
。

「
（
明
治
十
年
）
八
月
中
金
禄
公
債
発
行
ヲ
機
ト
シ
テ
奸
商
輩
鹿
児
島
地
方
へ
出
没
シ
テ
良
民
ヲ
欺
疇
シ
相
場
以
外
ノ
売
買
約
定
ヲ
取
結
ヒ
又
ハ
非
常
ノ
高

利
ヲ
貪
リ
テ
貸
附
金
ヲ
ナ
ス
等
鹿
児
島
県
士
族
恩
賜
ノ
禄
券
ハ
殆
ン
ト
彼
等
力
私
欲
ヲ
満
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
状
況
ア
ル
ヲ
以
テ
一
意
此
諸
弊
ヲ
除
カ
ン
ト
シ
テ

当
銀
行
ハ
八
月
十
七
日
ヲ
以
テ
臨
時
総
会
ヲ
招
集
シ
資
本
金
弐
拾
万
円
ヲ
増
加
シ
恩
賜
ノ
禄
券
ヲ
之
レ
ニ
注
入
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
決
定
シ
」

m
第
五
国
立
銀
行
の
鹿
児
島
支
店
以
後
に
、
県
内
に
現
れ
た
国
立
銀
行
は
、
夫
々
県
内
に
木
店
を
置
く
第
百
四
十
七
国
立
銀
行
と
第
百
五
十
二
国
立
銀
行
と

が
あ
る
が
、
両
者
と
も
、
鹿
児
島
県
士
族
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
資
本
金
五
万
円
で
、
は
じ
め
琉
球
に
本
店
を
置
き
、
後
、
鹿
児
島
に
移
し

た
も
の
で
、
一
部
に
、
第
五
国
立
銀
行
役
員
の
参
加
も
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

尚
、
第
五
国
立
銀
行
の
系
統
図
を
作
成
し
て
み
る
と
次
の
如
く
な
る
。
（
『
三
井
銀
行
八
十
年
史
』
昭
和
三
十
二
年
刊
五
七
五
頁
を
参
考
と
し
た
）

岬

曇

行

嘉

攣

曇

．

曇

聾

翌

行

行

一

行

行

立

銀

国
ー
ー
↓
五

[
第
／
二
[
I↓
一
[
-
ー
↓

[
I↓
[

小
稿
を
草
す
る
に
当
つ
て
は
、
本
学
の
秀
村
選
三
助
教
授
を
通
じ
、
鹿
児
島
大
学
の
原
口
虎
雄
先
生
に
非
常
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
、

（
昭
三
四
・
八
・
ニ

0
)

こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第
二
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1
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